
 

飛島グループ 人権基本方針 

 
（基本方針） 

  第１条 飛島グループは、１．未来の Construction を「創造」、２．多様なパートナー
と「共創」、３．これからも人や社会と「共生」の３つをバリューとして、多
様な人々のビジネスを支援・実現し、更なる進化のために直面する社会課題の
解決に貢献していきます。そして、企業に求められる社会的責任として、人権
尊重を重要な課題の一つと捉え、持続可能な社会の実現のためグループ全体で
取り組みを推進、その責務を果たします。 

 
（適用範囲） 

  第２条 本方針は、飛島グループの全役員、従業員に対して適用されます。なお、 従業
員には出向契約に基づく他社からの出向者、労働者派遣契約に基づく派遣 労働
者を含みます。また、お客様及び取引先を含むビジネスパートナーに対しても
本方針の理解と支持を求めます。 

 
（法令遵守） 

  第３条 世界人権宣言と国際人権規約を含む国際人権章典や国際労働機関（ILO）の 
「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」等の国際人権基準を遵
守し、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り、人権尊重の責任を果 
たします。 

 
（人権尊重の責任） 

  第４条 飛島グループは、自らの事業活動において他者への人権侵害をしない事、 人権
への負の影響を排除・最小化することにより人権尊重の責任を果たしていきま
す。人権及び多様性を尊重し、宗教、思想信条、人種、民族、 国籍、性 別、
障がいの有無、性的指向・性自認、出生などを理由とした差別やハラスメ ント
等の人権侵害を行いません。また、プライバシーの保護の重要性を認識 し、適
切に配慮します。児童労働、強制労働、人身取引、外国人労働者、先住 民族、
資源原産国労働者の人権侵害を認めず、結社の自由と団体交渉権を尊重 しま
す。 

 
（人権デュー・デリジェンス） 

  第５条 飛島グループは人権尊重の責任を果たすため、人権デュー・デリジェンス の仕
組みを構築することにより、企業が関与する顕在的または潜在的な負の影 響を
特定・防止・軽減し、また、継続的なモニタリングと評価を実施すること で人
権に対する負の影響の排除と最小化に努めます。 

 
（救済） 

  第６条 飛島グループは人権に対する負の影響を引き起こしたことが明らかになった場



 

合、適切な救済と是正に取り組みます。 
社内外から匿名で通報可能な「企業倫理通報窓口」を設置し、その実効性を高 
めるため周知を行います。また「職場ハラスメント相談窓口」を設け、従業員 
が匿名で相談ができる仕組みを構築し、ハラスメント等の人権を侵害する行為 
の防止・救済に努めます。 

 
（推進体制） 

  第７条 「人権啓発推進委員会」を設置して人権基本方針・活動計画の策定と見直しな 

どを継続的・定期的に行います。 
 
（教育・研修） 

  第８条 飛島グループは、本方針が事業活動全体に定着するように、必要な手続き の中
にこの考えを反映するとともに、全役員・従業員が本方針について十分な 理解
を得るために、適切な教育・研修を行います。 

 
（ステークホルダーとの対話・協議） 

  第９条 飛島グループは、自社の事業活動が人権に及ぼす影響について、社内外の関連
するステークホルダーとの対話・協議を行います。 

 
（情報の開示） 

 第１０条 飛島グループは、本方針に基づく人権尊重の取り組みについて、ウェブサイト
などを通じて開示します。 

 


